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意匠のハーグ国際登録で、名義人をＡ社からＡ社とＢ社の２社に変更するDM/2を提出予定
です。この場合、第３欄（新権利者）と第８欄（手続きする者の署名等）はどのように記載
すればよいですか。

国際登録の名義人の変更はDM/2

（所有権の変更の記録の請求）※１を

WIPO国際事務局に提出して手続きし

ます。手数料は名義変更をする国際登

録ごとに144スイス・フランです。な

お、指定国によっては別途各官庁への

手続きが必要となりますのでご注意く

ださい。例えば米国・ロシアなどは

16条（２）を宣言しており、各官庁へ

の書類提出も求められます。

１．DM/2 第３欄：新権利者の記入

第３欄に１社、続葉にもう１社を記

載してください。具体的には、以下の

ようにお願いします。

　・第３欄下部のチェックボックスに

チェック。

　・Fee Calculation Sheetの前にA4

判の用紙を追加して「Continuation 

sheet」と明記し、第３欄の必要事項（な

お、2021年２月１日より電子メール

アドレスも必須）を記載。

２．DM/2 第８欄：手続きする者の

署名／印章の押印

所有権の変更の記録の請求は、原則

として国際登録の現在の名義人（Ａ社）

が行うこととなっていますので、（ａ）

にて（ｉ）または（ⅱ）をチェックして署

名してください（下図参照）。現在の

名義人（Ａ社）またはその代理人が手

続きする場合、証明書は不要ですが、

署名が新権利者（Ｂ社）またはその代

理人のものであるときは、名義人の締

約国の権限を有する当局が発行した証

明書の添付が必要です。

３．代理人の委任状

新権利者（Ａ社＋Ｂ社）による代理

人の選任がある場合は、Ａ社とＢ社、

両者の委任状が必要です。事前にＡ社

の委任状を提出していたとしても、

DM/2と共にＡ社の委任状をあらため

て提出しなければなりません。

本件は、Ａ社→Ａ社＋Ｂ社の２社へ

の所有権変更として記載し処理するこ

とになるため、新権利者（Ａ社＋Ｂ社）

両社からの委任状が必要です。

４．おわりに

DM/2などWIPO国際事務局への中

間書類はContact Hague※２の書類アッ

プロード機能による提出をお願いしま

す。なお、Contact Hagueでファイル

をアップロードするには、WIPOユー

ザーアカウントでのログインが必要で

す。また、各指定国情報については、

各官庁にお問い合わせいただく他、

ハーグメンバープロファイル※３もご

参照ください。

【WIPO日本事務所　問い合わせ先
（日本語）】
TEL：03-5532-5027（ハーグ制度）
TEL：03-5532-5030（その他制度等）
URL：wipo.int/japan

※１　https://www.wipo.int/hague/en/
forms/

※２　https://www3.wipo.int/contact/en/
hague/

※３　https://www.wipo.int/hague/
memberprofiles/#/


